
運営上の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度宇都宮市地域包括支援センター運営事業実施方針（案） 
○ 実施方針策定趣旨 

  地域包括支援センターにおける運営上の基本的な考え方や理念，業務推進の指針等を明確にするとともに，地域包括支援センタ

ー業務の円滑な実施に資することを目的として策定する。 

○ 地域包括支援センターの設置目的 

「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより，その保健医療の向上及び福祉の増進を包

括的に支援することを目的として，包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置するもの

である。」（介護保険法第 115条の 46） 

○ 設置主体 

  宇都宮市は，地域包括支援センターの設置責任主体として，地域包括支援センターの設置目的を達成するためにセンター職員の

確保やスキルアップのための研修計画などの体制整備等に努め，個人情報の厳格な管理のもと，その運営について支援していく。

具体的には，地域の関係機関の連携体制の構築など重点的な取組方針について，宇都宮市と地域包括支援センターが共通認識のも

と，共同して適正な運営に努める。 

地域包括ケアシステムの更なる深化・推進に向けた 
包括的支援体制づくりの推進 

◎地域ケア会議や第２層協議体を活用した地域ネットワークの充実と地域

課題の把握・解決 

  地域の特性や住民特性，地域別データ分析結果等から課題等の実情の把

握 

 地域住民との協働による課題解決の取組（見守り・生活支援等） 

◎ＩＣＴの活用等による関係機関，医療機関等との連携 

（医療・介護連携支援ステーション） 

◎地域の社会資源やニーズの把握により多様なサービスにつなげる 

◎公的サービスのみならず多様な社会資源の情報収集・活用 

○地域住民への積極的な周知啓発 

  出前講座等を活用し，介護予防・自立支援に関する意識の共有を図る 

○地域の介護支援専門員への支援 

「高齢者の自立支援・重度化防止」を目的とした，多職種協働によるケ

アマネジメント支援 

介護支援専門員が円滑に業務を行うことができるよう助言・指導を行

い，介護支援専門員の対応力の向上を図る 

介護予防の推進 
◎地域主体の介護予防活動への支援 

  地域別データ分析結果を活用し，地域特性に合わせた介護予防の仕組

みの構築 

  市の健康づくり部門と連携し，地域の保健師との情報共有や健康教育 

 との一体的な介護予防の実施 

◎住民のセルフケアの推進に向けた支援 

住民が介護予防や健康づくりに自ら取り組み，継続できるような活動 

支援 

◎介護予防ケアマネジメント 

専門職からの助言・指導等を活用し，フォーマル，インフォーマルサ

ービスを組み合わせた｢高齢者の自立支援・重度化防止｣を意識したケア

マネジメント」の実施 

権利擁護事業の推進 
◎権利擁護業務の連携強化 

  警察や消費生活センターとの連携による特殊詐欺や消費者被害の防止 

高齢者虐待防止の啓発・成年後見制度の周知  

○高齢者虐待への対応 

民生委員等の地域住民，関係機関との連携による早期発見・早期対応 

○成年後見制度利用に向けた支援 

  中核機関や三士会等の専門職団体との連携，申立が困難な方への支援 

（市長申立へのつなぎ） 

 

認知症高齢者等対策の充実 
◎認知症初期集中支援チームへの参加 

認知症初期集中初期支援チーム員として参加し，対象者の状態や環境

等のアセスメントによる課題解決に向けた支援 

○地域の認知症キャラバンメイトと連携・協力しながら，認知症サポータ

ー養成講座の開催 

  認知症に関する正しい知識・理解の普及啓発 

認知症パートナーの活動紹介 

○認知症予防の推進  介護予防の推進と連携して実施 

○認知症の人やその家族を支えるための相談機能の充実 

  「認知症の人と家族の会」，「宇都宮介護者の会」などの関係団体との

連携 

○認知症介護者への支援  家族介護教室・介護者交流会の開催など 

総合相談 
◎相談支援の充実 

重層的支援体制整備事業の実施に伴い，属性に捉われない相談を受

け止め，複雑化，複合化した課題に対しては，他分野にまたがる支援

機関のネットワークを活用し，円滑に対応 

〇重層的支援会議，支援会議へのつなぎ 

〇アウトリーチ等による継続的支援 

 

国の評価指標によるセンターの自己評価や市（基幹相談支援センター）のヒアリングを活用し，当該実施方針に沿った事業の進捗を確認しながら継続的に改善に取り組み， 

各事業を効果的・効率的に実施していくとともに，運営協議会による評価を行う。 
 

第２層協議体 
○地域の多様な主体間の情報共有及び連携・協働により，地域課題

の把握や資源開発を行う 

 

資料 ３ 

 
地域ケア会議の開催 

個別課題の解決，ネットワークの構築，地域課題の発見等を中心

に，包括的支援事業を効率的・効果的に行うために，多職種で個別

ケースの課題解決・自立支援・重度化防止へ向けた支援内容を検討

することを通じ，地域づくり，社会資源の開発、政策形成へつなげ

るため，地域ケア会議を行う。  

○多職種が協働して高齢者の自立支援・重度化防止の認識のもと，

個別課題の解決を支援する 

○個別ケースの課題分析等を積み重ね，地域に共通した課題を明ら

かにするとともに，把握された地域課題の解決策の検討を行う 

○認知症初期集中支援チーム編成の必要性についての検討 

【公益性の視点】 

介護・福祉行政の一翼を担う｢公益的な機関｣として，公正で中立性の高い事業運営を

行う。 

【地域性の視点】 

地域の介護･福祉サービスの提供体制を支える中核的な存在であるために，担当圏域

の地域特性や地域の実情を踏まえた事業運営を行う。 

【協働性の視点】 

地域包括支援センターの職員が，連携・協働の事務体制を構築し，業務を遂行するチ

ームアプローチを心がける。 

○「地域共生社会」の構築に向け，高齢者を取り巻く複

雑化・複合化した課題に対応する総合的な支援を行え

るよう，職員の対応力の向上を図り，地域ケア力の向

上に努める 

○地域住民や多職種の参加による地域ケア会議（個別課

題検討会議）を実施し，関係者が「自立支援」の認識

を持ち，高齢者の自立した生活を支援する 

○高齢者がいつまでも住み慣れた地域で健康で生きがい

をもち，安心して自立した生活を送ることができるよ

う，地域の拠点として，介護・保健・福祉など様々な

面から総合的な支援に取り組む  


